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１ 公民館のあり方検討経緯 

 

 公民館・市民会館（以下、「公民館」という。）を含む公共施設については、全国的に

老朽化対策が喫緊の課題となっている。本市においても例外ではなく、昭和 40年代後半か

ら 50年代後半にかけての高度成長期に公共施設が集中して整備された。公共施設を現状の

まま維持しようとすると膨大な財政負担が必要となる。 

 また、今後、少子高齢化社会の到来とともに人口減少がさらに進むことによって、税収

の増加が見込めなくなることが想定される。 

 本市では、「富津市公共施設等総合管理計画」を策定し、保有する公共施設はもちろん

のこと、道路・橋りょう等といったインフラの状況、更新費用の見込みと基本的な方向性

を明らかにした。 

また、公共施設の再配置には、保有総量の適正化のため、施設の種類にとらわれず、市

全体の状況から検討する必要があることから、市全体の公共施設再配置の方針を、全庁横

断的な視点に立って定めた「富津市公共施設再配置推進計画」を策定した。ただし、公民

館は、３館の必要性について、市の社会教育のあり方と合わせて検討する必要があること

から、別途、公民館の再配置に係る方針を決定するものとされた。 

このような経緯から、公民館運営審議会及び社会教育委員会議において、社会教育（施

設）のあり方を踏まえながら、公民館のあり方・必要性を検討し、再配置の方針を定める

こととなった。 

以下、公民館のあり方を検討するにあたって、当市において近年公開された会議や諸計

画を概観する。 

 

（１）事業仕分け 

 平成26年度に示された厳しい財政見通しへの対応として進めた行財政改革の一環で、       

当市における事務事業について有識者、市民判定人が、評価判定を行う住民参加型の事  

業仕分けが平成27年度から実施された。 

平成29年１月に実施した第２回事業仕分けでは、市民に最も身近な集会・貸館機能を

持つ公民館やコミュニティセンター・ふれあいシニア館・老人憩いの家等について、今

後の施設のあり方や集約等の可能性などについて議論された。 

公民館の施設の総量・配置について、統廃合を含む見直しとする市民判定人が12人中

８人であった。施設の有効活用については、利用率の拡大が７人、他用途への転用が５

人、民間の活用が４人、施設の実施事業の見直しが３人と何らかの見直しが必要という

意見が多数を占めていた。施設の管理についても、民間への委託が４人、料金の見直し

４人、地域への施設の移管３人、契約の見直し３人と見直しが必要という意見が多数を

占めていた。 

  現状維持の意見としては、富津公民館は中核施設として担保すべき、中央公民館が中

心となった場合、車で行きづらい、市民会館は天羽地区の拠点として残すべきといった

意見が寄せられた。 
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（２）富津市人口ビジョン 

  富津市人口ビジョンは、本格的な人口減少局面に入った本市人口の現状と将来の姿を

示し、人口問題に関する基本認識を市民と共有し、目指すべき将来の方向を示すため策

定するもので、各種統計データや市民アンケートによる意識調査の結果等を用いて現状

分析を行い、市民が参加する会議での議論も参考に策定したものである。 

富津市の人口は、1985 年の 56,777 人をピークとして減少に転じている。国立社会保

障・人口問題研究所の推計では、今から 20年後の 2040年には 30,769人となることが示

されている。 

  富津市では「富津市人口ビジョン 2040」を策定し、人口減少に歯止めをかけるため、

「希望出生率（1.83）をかなえること」、「若年層の転出抑制」、「ファミリー層の転

入（５年で 300人）を実現することで、人口減少を抑制し、2040年の目標人口を 34,000

人としている。 

 

（３）富津市経営改革プラン 

  「富津市経営改革プラン」は、限られた財源を選択と集中により、真に必要なサービ

スへと重点化し、最小の経費で最大の効果を上げるという行政運営の基本にたち、経営

資源である「ヒト（職員）」、「モノ（事務事業・公共施設）」、「カネ（経費）」を

根底から見直すことにより、身の丈に合った行政運営に転換し、将来にわたり「持続可

能な行政経営」を実現するためのプランである。 

 

（４）富津市公共施設等総合管理計画 

  国において急速な公共施設等の老朽化への対応として決定された「インフラ長寿命化

基本計画」（平成 25年 11月策定）に基づき、公共施設等の維持管理・更新等を着実に

推進するための取り組み方策を明らかにする「行動計画」の策定が、地方公共団体に求

められた。 

  本市では、「富津市公共施設等総合管理計画」を策定し、保有する公共施設はもちろ

んのこと、道路・橋りょう等といったインフラの状況、更新費用の見込みと基本的な方

向性を明らかにした。 

 

（５）富津市公共施設再配置推進計画 

富津市公共施設等総合管理計画においては、公共施設・インフラごとに再配置の検討

を行い、更新や保全に関する考え方を明確にした個別施設計画を策定することとしてい

たが、公共施設の再配置については、保有総量の適正化のため、施設の種別にとらわれ

ず、市の公共施設全体を見て、検討を行う必要があった。 

このため、市全体の公共施設の再配置の方針を、全庁横断的な視点で定めるものとし

て、富津市公共施設再配置推進計画を策定した。 

本計画では、公共施設再配置の基本方針として、①地域の実情を踏まえた再配置、②

行政サービスの見直し、③将来を見据えた規模適正化、④維持管理コストの縮減・財源

の確保を掲げている。 

また、公共施設再配置の方針として、まず、施設ごとにサービスを提供する範囲であ
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る「圏域」を設定することで施設配置の適正を図ることとしており、公民館３館は、複

数の地域の市民が利用することが想定される広域的施設とされている。また、もう一つ

の方針として、地域コミュニティ施設の再編を掲げており、各地区又は各旧町地区に一

つの地域コミュニティ施設を配置すること、地域コミュニティ施設の機能の他施設への

移転や複合化も検討するとしている。 

 

この「富津市公民館のあり方」では、人口減少及び財源不足という現実を踏まえて、こ

れらの基本方針と手法によって、富津市の公民館をどのように再配置していくかというこ

とについて、検討していく。 
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２ 公民館の現状 

 

 公民館は、社会教育法で「市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する

教育、学術および文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増

進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」

と規定されており、市民が学び・集う場である。地域の生活課題、芸術・文化など地域の

人たちが学ぶための施設であり、自主的な学びのための部屋を貸し出し、学習機会を提供

するため主催学級・講座を実施している。 

 

（１）公民館の概要 

公民館は、市民にとってもっとも身近な社会教育施設として、地域住民の学習、文

化、スポーツ活動の場として活用され、文化協会や婦人会をはじめとする社会教育関係

団体や公民館登録サークルのほか、自治会や地区社会福祉協議会といった地域の様々な

団体に利用されている。また、学級・講座等各種の主催事業を実施するとともに、多様

な学習機会の提供を行っている。 

  富津市においては、中央公民館、富津公民館、市民会館及び峰上地区公民館が設置さ

れている。 

 また、峰上地区公民館を除く３館は、災害時の避難所に指定されており、各地区にお

ける重要な避難拠点として、災害時にいち早く避難民を受け入れる体制をとっている。 

 公民館には、施設管理及び社会教育事業推進のために、館長（平成 27年度から３館で

一人の館長としている。）以下社会教育主事、社会教育指導員をはじめとした職員を配

置している。 

 

（２）公民館の利用状況 

  公民館の利用者数は、過去 10年間の推移を見てみると、平成 24年度の 133,819人を

ピークとして減少傾向にある。利用件数は平成 26年度の 5,001件をピークとしてやはり

減少傾向にある。利用件数の３割減に対して、利用者数は４割５分減っており、10年間

の間に人口が５千人強減少していることを考慮してもなお、利用者の減少が大きい状況

である。 

 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

利用件数 4,681 4,881 4,993 4,826 5,001 4,539 4,546 4,355 4,404 3,556 

利用者数 122,095 130,130 133,819 128,335 118,176 100,049 115,012 102,106 96,475 74,484 

常住人口 48,109 47,949 47,470 46,967 46,419 45,879 45,448 44,928 44,330 43,754 

※平成 30年度は、市民会館敷地内旧第二庁舎解体工事の影響。 
※令和元年度は、台風１５号・１９号による災害被害。年度末の新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響 

  

（３）公民館の施設概要 

公民館各館には、学習の場として多目的に利用できる会議室・和室や、特定用途に利

用する調理実習室等を配置している。 

また、中央公民館には郷土資料室、富津公民館にはふるさと展示室といった、郷土の
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歴史資料を展示する部屋を有する。 

さらに、各館に図書室を設置し、図書室には、12,000冊～15,000冊の蔵書があり、図

書閲覧スペースを有している。 

中央公民館と富津公民館のホールは、固定席であり、特定用途の利用となる。中央公

民館の座席数 703席、富津公民館の座席数 896席である。市民会館のホールは、移動観

覧席であり、座席部分を収納すると多目的ホールとしての利用が可能である。座席数

502席である。 

ホールには、各施設とも、舞台が設置されており、音響設備ならびに照明設備、幕・

吊物設備が装備されている。 

次に、各施設の稼働状況（平成 30年度）を下表のとおりである。 

中央公民館は、学校適応指導教室を実施している第三会議室を除くと、収容人数の多

い多目的室の利用が比較的多く、ホールと調理実習室の利用が非常に低いことがわか

る。 

富津公民館は、各種団体の総会や研修会を開催する機会の多いホールや収容人数の多

い多目的室の利用が比較的多いことがわかる。 

市民会館は、可動椅子を収納すると運動系のサークルも使用できるホールや収容人数

の多い研修室の利用が比較的多く、和室の利用が非常に低いことがわかる。 

峰上地区公民館は、主に和室が利用されており、講堂や講義室の利用率が低いことが

わかる。 

全体的な傾向として、収容人数の多い部屋の利用率が高く、特定用途に利用される調

理室等の利用率が低い。また、ホールについては、富津公民館は市主催の行事や各種団

体の総会などが開催される機会が多いことから中央公民館と比較して利用率が高い。市

民会館のホールは、多目的に利用できることから、特定利用の中央公民館第三会議室を

除くと、すべての施設中最も多く利用されている。 

（単位：％）  
※各施設ともに名称と用途が異なることから、利用率が高い順に列記している。 
※利用率は、貸し出せる時間に対する利用時間で換算している。利用率は例えば午前中の貸し出せる時間          

3時間で 30分の利用の場合 16.67％となる。低いように見えるが、他市のような午前・午後・夜間とい
ったコマ数で換算すると 100％となることから、他市の事例との比較には注意が必要となる。 
 

（４）市民アンケートからみた公民館 

富津市の公共施設再配置に関するアンケート調査結果報告書【令和元年６月実施】か

ら公共施設に対する市民の考えが見て取れる。 

  公共施設の今後のあり方に対する方策としては、「適切な市民サービスを確保するた

めに、公共施設を再配置して、数や規模を減らすべき」という回答が 79.6％と約８割の

市民が減らすべきと考えている。 

中 央 公 民 館 
第三会議室 

47.50 
多目的室 

31.46 
第一会議室 

28.81 
第二会議室 

27.29 
憩 い 室 

26.52 
和 室 

23.39 
ホ ー ル 

12.49 
調理実習室 

11.99 

富 津 公 民 館 
ホ ー ル 

28.2 
多目的室 

27.71 
会 議 室 

26.71 
和 室 

17.44 
調 理 室 

15.34 
団 体 室 

11.89 
娯 楽 室 

7.07 
 

市 民 会 館 
ホ ー ル 

36.36 

研 修 室 

34.14 

音 楽 室 

23.19 

第二会議室 

22.60 

控 室 

14.01 

調理実習室 

10.80 

楽 屋 

10.40 

和 室 

4.68 

峰上地区公民館 
和 室 

11.06 
講 堂 

5.79 
講 義 室 

0.33 
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次に、公民館に関する「利用頻度」を抜粋したものが別紙グラフ（P14～17）である。 

中央公民館は、「ほとんど利用しない」が全年代を通して高く、逆に「利用したこと

がない」が３割前後を占めている。 

 富津公民館は、「ほとんど利用しない」が全年代を通して高く、さらに「利用したこ

とがない」、「施設を知らない」は、中央公民館・市民会館に比べて低いことから、他

館に比べて市民に認知されていることがわかる。 

 市民会館も、中央公民館同様「ほとんど利用しない」が全年代を通して高く、中央公

民館と同じく「利用したことがない」が３割を占めている。 

 峰上地区公民館は、「施設を知らない」が 80歳代を除く全年代で４割～５割と高く、

市民に認知されていないことがわかる。 

 居住地区別では、中央公民館・富津公民館・市民会館では年代別と同じような傾向で

あるが、峰上地区公民館においては、峰上地区以外、特に富津・大佐和地区では「施設

を知らない」が４割以上を占めている。また峰上地区自体でも、「ほとんど利用しな

い」が５割であり、施設は知られているものの、ほとんど利用されていない実態が明ら

かになっている。 

 以上、公民館の利用状況をまとめると、峰上地区公民館を除く３館は９割の市民に認

知されているが、利用しているのは、市民の１割から２割前後にとどまっているという

のが現状である。 

 

 

 

 

 

 

  

学級・講座風景（スマホ教室） 学級・講座風景（おはなしライブ） 



 

- 7 - 

 

３ 公民館の課題 

 

 これまで見てきた現状から、公民館には以下のような課題があげられる。 

（１）共通の課題 

・市民の学び・集う場として、誰でも、いつでも、自由に利用できる施設 

「富津市の公共施設に関するアンケート調査結果報告書【平成 27年 11月実施】」で

は、「利用しない理由」の設問に対して、「施設の存在やサービス内容を知らない」

が２割、「施設の存在は知っているが利用する必要がない」が７割強となっており、

いかに魅力ある事業を展開していくか、いかに居心地のよい場になるかが課題であ

る。 

・冷暖房設備や音響・照明設備の適正に管理されている施設 

地球温暖化の影響からか、真夏には体温を超える真夏日が続き、真冬には積雪が見

られるなど、寒暖の差が激しくなってきている。快適な学習環境を提供するためにも

冷暖房設備の適切な維持管理は必須となっている。また、ホールでの音響・照明設備

についても適正に管理しなければ、様々な学習機会に応えることができない状態であ

る。 

冷暖房機器や音響・照明機器の更新をはじめ、施設の改修が必要となっている。ま

た、ホールの音響や照明機器の操作は特殊技能が必要であり、その継承に困難を要し

ている。 

・障がい者や高齢者をはじめとした幅広い世代が利用しやすい施設 

市内各施設に共通することであるが、バリアフリーに十分対応できていない施設が

多い。公民館も例外ではなく、車イス利用の方や高齢者がスムーズに２階に移動でき

る機能や視覚障害や聴覚障害あるいは外国人といった方への配慮がない点が大きな課

題である。 

・情報化の進展に配慮し市民の様々な要求に応えられる施設 

市政情報をいち早く周知し、来館者が情報を検索できるような Free Wi-Fiの整備や

SNSの活用が求められている。市民が気軽に利用できる情報端末の設置や情報伝達機

能を装備する必要がある。 

・環境に配慮した施設 

   公民館の設備は、エネルギー消費が多い照明器具など、省エネルギー化が図られて

いない。LED照明への切り替えや自然エネルギーの活用等、環境への配慮が求められ

ている。 

・災害時の避難所などに対応できる施設 

   昨今、増加傾向にある大型台風の来襲や地震等の災害にいち早く避難所として対応

するとともに、避難所機能を充足させる設備等を有する施設であることが求められて

いる。 

（２）中央公民館の課題 

  耐用年数が差し迫っており、老朽化が激しい施設である。 

現在の建設場所が国指定史跡弁天山古墳の周溝に一部かかっているため、再建築等を
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検討する際は、十分に配慮しなければならない。 

（３）富津公民館の課題 

集中冷暖房のため、冷暖房機器の大規模更新が必要である。 

現所在地は市街地から離れており、公共交通機関を利用するか自家用車を利用しない

と来館できない場所である。大ホールの定員が 1,000人（立ち見含む）となっている

が、駐車場がテニスコート利用者との共用であり、200台分程度であり、大きな行事の

ときには、他施設の駐車場を利用している。 

（４）市民会館の課題 

 比較的新しい館であるが、機器の更新や施設の改修は必要である。 

隣接の旧第二庁舎を解体したことによって駐車スペースは広がったが、大きな行事で

は混雑している。国道に隣接しているが、国道より低い位置に建物があるためにわかり

づらいとの指摘がある。 

敷地がすべて借地であり、年間約 670万円の借地料を払っている。 

（５）峰上地区公民館の課題 

  建設から 57年経過しており、木造建築の耐用年数をはるかに超え、老朽化が激しい。 

利用するサークルも令和２年度は皆無となり、現在は有料団体が使用しているのみで

ある。 

「公共施設再配置計画」には、令和３年度をもって廃止の方針が示されている。 

（６）富津埋立記念館の課題 

 富津沖の埋立を記念し、埋立及び海浜に栄えた漁業関係資料を展示しているが、利用

者数が低迷している。 

特定目的の記念館であるため、大規模な展示の変更は難しい。 

 

 

 

  

富津埋立記念館展示風景 
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４ 公民館のあり方 

今後、人生 100年時代の到来や社会の大きな変化に対応するため、個人の人生の充実

はもちろんのこと、社会の持続的な発展のため「市民一人ひとりが生涯を通して、いつ

でも、どこでも、誰でも楽しく学ぶことができ、その成果が生かせるような生涯学習社

会の実現を目指す」ことが求められている。 

公民館は、主催学級・講座の実施やサークル活動の支援だけではなく、市民の学習に

関する資料の整理や提供、学習に関する相談など、市民が公平・平等に利用することが

できる施設であり、社会教育主事や社会教育指導員をはじめとした職員を配置し市民の

様々な学習を支援している。このような点から、単なる部屋の貸し出しを行うコミュニ

ティセンターや営利目的で設立されているカルチャーセンターとは大きく異なる。 

公民館等の社会教育施設には、地域活性化やまちづくりの拠点、あるいは防災拠点と

しての役割が期待され、本来の設置目的である地域の課題解決に向けた学習と活動の拠

点としての機能をさらに強化することが求められてきている。 

 

  公民館の役割を今一度見つめ直すとともに【現 状】と【課 題】、公民館運営審議

会委員・社会教育委員の意見を踏まえ、今後の公民館のあり方については、以下のよう

に集約することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置数及び設置箇所 

  地域住民の学びの拠点として、本来であれば、日常生活圏である歩いて行ける距離、

小学校区ごとに公民館を設置することが理想であるが、小・中学校の再配置も進む中、

小規模な公民館を今後新たに設置していくことは現実的ではない。逆に１館に集約すべ

きとの意見もあるが、それは、後述する通り、現在の３館ともに大・中規模のホールを

有することから、文化会館的な施設について言及されたものである。 

また、富津市は市域が広いことから、市民活動の拠点となる公民館は、少なくとも中

学校区ごと、すなわち現状通り各地区ごとに設置することが望ましい。 

設置場所については、既存施設との複合化や閉校の利活用も含め、地域住民にとって

利用しやすい場所を選定する。 

 

●３地区に１館配置を継続する 

●大規模改修または改築時には機能の複合化、面積縮小する 

 ・３館については、今後、個別計画に基づき対応する 

・ホールは１カ所に集約し、他２館は多機能集会室対応とする 

●峰上地区公民館は廃止する 

●埋立記念館は当面維持する 

 ・今後の活用について検討する 

公民館のあり方 
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・機能 

  今後求められる公民館の機能としては、以下のことを考慮することが必要である。 

市民の学び・集う場として、誰でも、いつでも、自由に利用できる機能 

冷暖房設備や音響・照明設備の適正に管理しやすい機能 

障害を持つ人や高齢者にとっても利用しやすい機能 

情報化の進展に配慮し市民の様々な要求に応えられる機能 

環境に配慮した機能 

災害時の避難所などに対応できる機能 

  以上の点を考慮しながら、改築する際には、保有面積を縮小し、管理に要する経費や

光熱水費を削減するなど、現状に促した利用しやすい機能を有する施設とする。 

  また、再配置推進計画における公共施設再配置の方針では、地域コミュニティ施設を

各旧町の３地区に少なくとも一つ配置することとなっていることを踏まえ、３地区に配

置を継続する公民館が地域コミュニティ施設の機能移転や複合化の受け皿となることに

ついても検討していく。 

・社会教育関連施設の機能の集約化 

  各公民館については、今後整備する際に、社会教育関連施設の複数の機能を併設する

ことも検討する。富津埋立記念館は当面維持するが、富津公民館への機能移転が望まし

い。 

公民館が図書館機能、博物館機能を併せ持つことにより、施設の充実を図るとともに

広く市民の「学ぶ」・「学べる」欲求に寄与することができる。またそれらを活用した

魅力的な公民館事業の実施は、公共施設活用の指標とされる利用率向上にもつながる。 

・ホール 

市民会館（ホール）のように、多くの集客を想定した大規模な施設やホールについて

は、人口に見合った規模での集約が必要である。 

ホール機能については、事業仕分けでも、仕分け人・市民判定人双方から、700人規

模のホールを複数有する市は他に無く、１カ所に集約するなどの「要改善」であると指

摘されている。 

公民館運営審議会委員の意見として、存続の強い希望があること、各館とも一定数の

利用があることを踏まえ、ホールについては、駐車場の確保や地域人口から富津公民館

に設置することが望ましい。 

ホールの大きさについては、人口規模に見合った席数（人口の１％程度）とする。 

他の２館については、ホールは設置せず、多機能に利用できる多目的集会室の設置が

望ましい。 

以上の点を踏まえながら、ハード面の充実はもちろんのこと、ソフト面の充実を図

り、市民にとっての学び・集う場である「公民館」の本来の役割を引き続き担ってい

く。  
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【法的位置づけ】 

 日本国憲法（昭和 21年 11月３日交付） 

  第 23条 学問の自由は、これを保障する。 

  第 26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教                     

育をうける権利を有する。  

 

 教育基本法（平成 18年 12月 22日法律 120号） 

  第１条（教育の目的） 

    教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要

な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 

  第３条（生涯学習の理念） 

    国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その

生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、そ

の成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 

  第 12条（社会教育） 

    個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公

共団体によって奨励されなければならない。 

   ２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設

置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社

会教育の振興に努めなければならない。     

  

 社会教育法（昭和 24年６月 10日法律第 207号） 

  第５条（市町村の教育委員会の事務） 

    市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地

方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。 

   １・２（略） 

   ３ 公民館の設置及び管理に関すること。 

   ４～１９（略） 

  第 20条（目的） 

    公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学

術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情

操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

  第 21条（公民館の設置者） 

    公民館は、市町村が設置する。 

   ２（略） 

   ３ 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができ

る。    



 

- 13 - 

【公民館・市民会館位置図】 

 

  

富津埋立記念館 
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【市民アンケート結果】 

 

 

 

 

 

 

  

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

1 よく利用している 1.6 0.0 0.0 1.1 1.9 0.9 3.2 0.9 2.0

2 時々利用している 18.1 17.8 10.4 15.8 17.1 19.3 18.5 21.3 24.5

3 ほとんど利用しない 48.5 48.9 55.2 52.6 55.7 60.6 45.2 33.3 26.6

4 利用したことがない 22.4 26.7 23.9 21.1 19.0 16.5 24.2 27.8 24.5

5 施設を知らない 3.5 2.2 9.0 5.3 4.4 0.9 1.6 3.7 2.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

どのくらい利用していますか

富津公民館（年代別）

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

1 よく利用している 1.8 2.2 0.0 1.1 0.6 0.9 2.4 4.6 2.0

2 時々利用している 10.9 8.9 3.0 12.6 9.5 12.9 12.1 14.8 10.2

3 ほとんど利用しない 38.8 40.0 47.8 34.7 45.6 54.1 31.5 24.1 30.6

4 利用したことがない 32.2 28.9 29.9 31.6 30.4 22.0 41.9 38.0 28.6

5 施設を知らない 9.5 15.6 17.9 14.7 11.4 8.3 4.8 4.6 4.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

どのくらい利用していますか

中央公民館（年代別）
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全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

1 よく利用している 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.9 2.0

2 時々利用している 3.3 2.2 1.5 3.2 1.3 4.6 4.8 4.6 4.1

3 ほとんど利用しない 12.8 20.0 14.9 16.8 10.8 13.8 7.3 10.2 18.4

4 利用したことがない 36.6 22.2 29.9 33.7 41.1 40.4 41.1 36.1 28.6

5 施設を知らない 38.8 51.1 52.2 41.0 42.4 38.5 36.3 31.5 4.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

どのくらい利用していますか

峰上地区公民館（年代別）

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

1 よく利用している 2.1 2.2 0.0 2.1 0.6 1.8 1.6 5.6 2.0

2 時々利用している 13.2 11.1 11.9 7.4 10.8 12.9 16.1 18.5 16.3

3 ほとんど利用しない 41.0 33.3 40.3 48.4 47.4 51.4 29.9 32.4 40.8

4 利用したことがない 29.8 28.9 26.9 29.5 28.5 25.7 41.9 28.7 18.4

5 施設を知らない 7.7 20.0 19.4 7.4 9.5 9.5 2.4 2.8 4.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

どのくらい利用していますか

市民会館（年代別）
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富津 青堀 飯野 大貫 吉野 佐貫 湊 天神山 竹岡 金谷 峰上

1 よく利用している 5.1 2.8 1.2 1.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 時々利用している 19.0 25.8 19.8 16.7 23.8 19.5 11.5 9.7 15.1 15.1 5.2

3 ほとんど利用しない 48.1 43.2 45.3 53.1 46.0 51.2 54.1 45.2 42.4 42.4 58.6

4 利用したことがない 19.0 18.0 24.4 20.9 25.4 22.0 21.3 32.3 32.3 27.3 25.9

5 施設を知らない 3.8 5.1 5.8 0.0 0.0 4.9 3.3 3.2 3.2 9.1 1.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

どのくらい利用していますか

富津公民館（居住地区別）

富津 青堀 飯野 大貫 吉野 佐貫 湊 天神山 竹岡 金谷 峰上

1 よく利用している 3.8 1.1 1.2 7.3 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0

2 時々利用している 5.1 9.0 4.6 27.1 23.8 12.2 6.6 12.9 9.1 3.2 1.7

3 ほとんど利用しない 32.9 34.3 37.2 41.7 44.4 46.3 39.3 35.5 27.3 41.9 51.8

4 利用したことがない 35.4 33.7 38.4 15.6 15.6 34.2 36.1 32.3 36.3 38.7 36.2

5 施設を知らない 16.5 13.5 15.1 1.0 1.0 7.3 8.2 6.4 21.2 9.7 1.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

どのくらい利用していますか

中央公民館（居住地区別）
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富津 青堀 飯野 大貫 吉野 佐貫 湊 天神山 竹岡 金谷 峰上

1 よく利用している 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 時々利用している 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 1.6 3.2 0.0 3.2 1.7

3 ほとんど利用しない 11.4 6.2 8.2 4.2 14.3 4.9 24.6 25.8 19.3 41.9 51.8

4 利用したことがない 35.4 33.7 43.0 34.4 46.0 43.9 39.3 48.4 41.9 38.7 36.2

5 施設を知らない 45.6 50.6 43.0 51.0 36.5 43.9 23.0 12.9 32.3 9.7 1.7

0.0

10.0

20.0

30.0
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60.0

どのくらい利用していますか

峰上地区公民館（居住地区別）

富津 青堀 飯野 大貫 吉野 佐貫 湊 天神山 竹岡 金谷 峰上

1 よく利用している 0.0 1.1 0.0 2.1 0.0 4.9 8.2 3.2 3.0 6.5 1.7

2 時々利用している 5.1 7.9 5.8 5.2 11.1 7.3 41.0 29.0 23.3 32.2 17.3

3 ほとんど利用しない 39.2 33.7 38.4 39.6 54.0 46.3 37.7 42.0 54.6 35.5 53.5

4 利用したことがない 35.4 39.3 43.0 34.4 23.8 34.2 6.6 16.1 12.1 16.1 17.3

5 施設を知らない 13.9 10.7 9.3 10.4 4.8 7.3 1.6 0.0 3.0 3.2 1.7

0.0
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【施設カルテ】 
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【策定経過】 

令和元年度 

  ５月 第１回公民館運営審議会 

       「富津市公共施設再配置推進計画」（素案）説明 

 １０月 第２回公民館運営審議会 

      視察研修・・・木更津市金田地域交流センター（指定管理者導入施設） 

 

令和２年度 

   ７月～９月 公民館・市民会館・社会教育係との公民館あり方検討会議の開催 

       公民館・市民会館のあり方について検討 

  １０月 第２回公民館運営審議会 

       公民館のあり方について説明及びアンケート実施 

  １１月 公民館運営審議会委員意見集約 

       「公民館のあり方（素案）」とりまとめ ← アンケート意見反映 

  １２月 第３回公民館運営審議会 

       「公民館のあり方（素案）」 ← 委員意見・要望 

   １月 公民館運営審議会委員意見集約 

       「公民館のあり方（案）」とりまとめ ← 第３回公民館運営審議会意見反映 

       庁内調整（資産経営課からの意見反映） 

       部内調整 

   ３月 第４回公民館運営審議会 

       「公民館のあり方」審議・決定 

 

 令和３年度 

   ６月 第１回社会教育委員会 

       「公民館のあり方（案）」説明、委員意見・要望 

  １０月 社会教育委員会（臨時会） 

       「公民館のあり方（案）」意見とりまとめ・決定 

  １１月 教育委員会 

       「公民館のあり方（案）」説明、委員意見・要望 

  １２月 教育委員会 

       「公民館のあり方」方針決定 

   １月 資産経営課へ「公民館のあり方」について教育委員会の方針を報告 

      ２月  庁議報告 

      ２月  議員配布 

    

  

 

 

 



 

 

 

 

  


